
長崎県土木設計（測量、調査）業務共通仕様書　改訂箇所一覧表　【改訂24.4.1】

頁 改訂後 改訂前 摘要

設計業務等共通仕様書 設計業務等共通仕様書

第１編　共通編 第１編　共通編

　第１章　総則 第１章　総則

設-1 第１１０１条　適用 第１１０１条　適用

１．２．省略 １．２．省略

３．特記仕様書、図面、共通仕様書又は指示や協議等の間 ３．特記仕様書、図面または共通仕様書の間に相違がある 表現の変更

　に相違がある場合、又は図面からの読み取りと図面に書 　場合、又は図面からの読み取りと図面に書かれた数字が

　かれた数字が相違する場合など業務の遂行に支障を生じ 　相違する場合、受注者は監督職員に確認して指示を受け

　たり、今後相違することが予想される場合、受注者は監 　なければならない。

　督職員に確認して指示を受けなければならない。

第１１０２条　用語の定義 第１１０２条　用語の定義

１．省略 １．省略

２．「受注者」とは、設計業務等の実施に関し、発注者と ２．「受注者」とは、設計業務等の実施に関し、発注者と 表現の変更

　委託契約を締結した個人若しくは会社その他の法人をい 　委託契約を締結した個人若しくは会社その他の法人をい

　う。又は、法令の規定により認められたその一般承継人 　う。

　をいう。

３．省略 ３．省略

４．「検査職員」とは、設計業務等の完了検査及び指定部 ４．「検査職員」とは、設計業務等の完了 の検査にあたっ 表現の変更

　分に係る検査にあたって、契約書第31条第2項の規定に基 　て、契約書第31条第2項の規定に基づき、検査を行う者を

　づき、検査を行う者をいう。 　いう。

５．～２５．省略 ５．～２５．省略

設-2 ２６．「協議」とは、契約図書の協議事項について、発注 ２６．「協議」とは、契約図書の協議事項について、発注 表現の変更

　者又は監督職員と受注者が対等の立場で合議することを 　者と受注者が対等の立場で合議することをいう。

　いう。
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長崎県土木設計（測量、調査）業務共通仕様書　改訂箇所一覧表　【改訂24.4.1】

頁 改訂後 改訂前 摘要

設-2 ２７．「提出」とは、受注者が監督職員に対し、設計業務 ２７．「提出」とは、受注者が監督職員に対し、設計業務

　等に係わる事項について書面又はその他の資料を説明し 　等に係わる書面又はその他の資料を説明し、差し出すこ 表現の変更

　、差し出すことをいう。 　とをいう。

２８．「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発 ２８．「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発

　行年月日を記録し、署名又は捺印したものを有効とする｡ 　行年月日を記録し、署名又は捺印したものを有効とする｡

（１）緊急を要する場合は、ファクシミリまたは電子メー （１）緊急を要する場合は、ファクシミリまたはＥメール

　ルにより伝達できるものとするが、後日有効な書面と差 　により伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し

　し替えるものとする。 　替えるものとする。

（２）電子納品を行う場合は、別途監督職員と協議するも （２）電子納品を行う場合は、別途監督職員と協議するも

　のとする。 　のとする。

第１１０３条　業務の着手 第１１０３条　業務の着手

　　受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約 　　受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約 表現の変更

　締結後15日以内に設計業務等に着手しなければならない｡ 　締結後15日以内に設計業務等に着手しなければならない｡

　この場合において、着手とは管理技術者が設計業務等の 　この場合において、着手とは管理技術者が設計業務等の

　実施のため監督職員との打合せを行うことをいう。 　実施のため監督職員との打合せ又は現地踏査を開始する

　ことをいう。

設-3 第１１０６条　管理技術者 第１１０６条　管理技術者

１．２．省略 １．２．省略

３．管理技術者は、設計業務等の履行にあたり、技術士（ ３．管理技術者は、設計業務等の履行にあたり、技術士（ 誤謬

　総合技術監理部門（業務に該当する選択科目）又は業務 　総合技術監理部門（業務に該当する選択科目）又は業に

　に該当する部門）又はこれと同等の能力と経験を有する 　該当する部門）又はこれと同等の能力と経験を有する技

　技術者、あるいはシビルコンサルティングマネージャ（ 　術者、あるいはシビルコンサルティングマネージャ（以

　以下｢RCCM｣という。）の資格保有者であり、特記仕様書 　下｢RCCM｣という。）の資格保有者であり、特記仕様書に

表現の変更
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長崎県土木設計（測量、調査）業務共通仕様書　改訂箇所一覧表　【改訂24.4.1】

頁 改訂後 改訂前 摘要

設-3 　に定める業務経験を有することとし、日本語に堪能（日 　定める業務経験を有することとし、日本語に堪能（日本

　本語通訳が確保できれば可）でなければならない。 　語通訳が確保できれば可）でなければならない。

４．～７．省略 ４．～７．省略

第１１０８条　提出書類 第１１０８条　提出書類

１．受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後 １．受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後 誤謬

　に関係書類を監督職員を経て、発注者に滞納なく提出し 　に関係書類を監督職員を経て、発注者に滞納なく提出し

　なければならない。ただし、業務委託料（以下、「委託 　なければならない。ただし、業務委託料（以下、「委託

　料」という。）に係る請求書、請求代金代理受領承諾書 　料」という。）に係る請求書、請求代金代理受領承諾書

　、遅延利息請求書、監督職員に関する措置請求書に係る 　、遅延利息請求書、監督職員に関する措置請求書に係る

　書類およびその他現場説明の際に指定した書類を除く。 　書類およびその他現場説明の際指定した書類を除く。

第１１０９条　打合せ等 第１１０９条　打合せ等

１．設計業務等を適正かつ円滑に実施するため、管理技術 １．設計業務等を適正かつ円滑に実施するため、管理技術

　者と監督職員は常に密接な連絡をとり、業務の方針およ 　者と監督職員は常に密接な連絡をとり、業務の方針およ

　び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはそ 　び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはそ

　の都度受注者が打合せ記録簿に記録し、相互に確認しな 　の都度受注者が打合せ記録簿に記録し、相互に確認しな

　ければならない。 　ければならない。

　　なお、連絡は積極的に電子メール等を活用し、電子メ 　　なお、連絡は積極的にＥメール等を活用し、Ｅメール 表現の変更

　ールで確認した内容については、必要に応じて打合せ記 　で確認した内容については、必要に応じて打合せ簿を作

　録簿を作成するものとする。 　成するものとする。

２．設計業務等着手時および設計図書で定める業務の区切 ２．設計業務等着手時および設計図書で定める業務の区切 表現の変更

　りにおいて、管理技術者と監督職員は打合せを行うもの 　りにおいて、管理技術者と監督職員は打合せを行うもの

　とし、その結果について受注者が打合せ記録簿に記録し 　とし、その結果について受注者が書面（打合せ簿）に記

　相互に確認しなければならない。 　録し相互に確認しなければならない。
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長崎県土木設計（測量、調査）業務共通仕様書　改訂箇所一覧表　【改訂24.4.1】

頁 改訂後 改訂前 摘要

設-7 第１１２６条　再委託 第１１２６条　再委託

１．～４．省略 １．～４．省略

５．受注者は、設計業務等を再委託に付する場合、書面に ５．受注者は、設計業務等を再委託に付する場合、書面に 表現の変更

　より協力者との契約関係を明確にしておくとともに、協 　より協力者との契約関係を明確にしておくとともに、協

　力者に対し適切な指導、管理のもとに設計業務等を実施 　力者に対し設計業務等 の実施 について適切な指導、管理

　しなければならない。 　のもとに設計業務等を実施しなければならない。

　　なお、協力者は、土木設計（測量、調査）業務等入札 　　なお、協力者は、土木設計（測量、調査）業務等入札

　参加資格者である場合は、指名停止期間中であってはな 　参加資格者である場合は、指名停止期間中であってはな

　らない。 　らない。

第１１２８条　守秘義務 第１１２８条　守秘義務

設-7 １．省略 １．省略

２．受注者は、当該業務の結果（業務処理の過程において ２．受注者 は、成果品 の発表 に際 しての守秘義務 について 表現の変更

　得られた記録等を含む。）を他人に閲覧させ、複写させ､ 　 は、第1127条第1項 の承諾 を受 けた場合 はこの限 りではな

　又は譲渡してはならない。ただし、あらかじめ発注者の 　 い。

　書面による承諾を得たときはこの限りではない。

３．受注者は、当該業務に関して発注者から貸与された情 追記

　報その他知り得た情報を第1110条に示す業務計画書の業

　務組織計画に記載される者以外には秘密とし、また、当

　該業務の遂行以外の目的に使用してはならない。

４．受注者は、当該業務に関して発注者から貸与された情 追記

　報、その他知り得た情報を当該業務の終了後においても

　他社に漏らしてはならない。

５．取り扱う情報は、当該業務のみに使用し、他の目的に 追記

　は使用しないこと。また、発注者の許可なく複製しない
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長崎県土木設計（測量、調査）業務共通仕様書　改訂箇所一覧表　【改訂24.4.1】

頁 改訂後 改訂前 摘要

　こと。

６．受注者は、当該業務完了時に、発注者への返却若しく 追記

　は消去又は破棄を確実に行うこと。

７．受注者は、当該業務の遂行において貸与された発注者 追記

　の情報の外部への漏洩若しくは目的外利用が認められ又

　そのおそれがある場合には、これを速やかに発注者に報

　告するものとする。
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長崎県土木設計（測量、調査）業務共通仕様書　改訂箇所一覧表　【改訂24.4.1】

頁 改訂後 改訂前 摘要

設-13 主要技術基準及び参考図書 主要技術基準及び参考図書

№ №

〔１〕共通 〔１〕共通

１ 土木構造物標準設計 国土技術政策総合研究所 １ 土木構造物標準設計 全日本建設技術協会 表現の変更

９ 移動式ｸﾚｰﾝ、杭打機等の 日本建設機械化協会 ９ 移動式ｸﾚｰﾝ、杭打機等の 日本建設機械化協会 表現の変更

支持地盤ﾏﾆｭｱﾙ（第2版） 支持地盤ﾏﾆｭｱﾙ

１２ 地盤材料試験の方法と解 地盤工学会 １２ 土質試験の方法と解説 地盤工学会 表現の変更

説（2冊分） （第一回改訂版）

設-14 ２６ 2010年制定　ｺﾝｸﾘｰﾄ標準 土木学会 ２６ 2007年制定　ｺﾝｸﾘｰﾄ標準 土木学会 表現の変更

示方書（規準編） 示方書（規準編）

削除 ２９ 2002年制定　 ｺﾝｸﾘｰﾄ標準 土木学会 削除

示方書（舗装編）

削除 ３０ 2002年制定　 ｺﾝｸﾘｰﾄ標準 土木学会 削除

示方書（ ｺﾝｸﾘｰﾄ編）

※２９～５８に番号変更 ※３１～６０について番号のみ変更

設-15 ５９ 建設発生土利用技術ﾏﾆｭｱﾙ 土木研究センター ６１ 建設発生土利用技術ﾏﾆｭｱﾙ 土木研究センター 表現の変更

第3版

※６０～６８に番号変更 ※６２～７０について番号のみ変更

６９ 騒音に係わる環境基準の 環境省 ７１ 騒音に係わる環境基準の 環境省 表現の変更

評価ﾏﾆｭｱﾙⅡ.地域評価編 評価ﾏﾆｭｱﾙⅡ.地域評価

（道路に関する地域） （道路に関する地域）

※７０～８１について番号のみ変更 ※７１～８３について番号のみ変更

名　　　称 編集又は発行所名 編集又は発行所名名　　　称
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長崎県土木設計（測量、調査）業務共通仕様書　改訂箇所一覧表　【改訂24.4.1】

頁 改訂後 改訂前 摘要

№ №

設-16 〔２〕河川・海岸・砂防・ダム関係 〔２〕河川・海岸・砂防・ダム関係

６ 改訂新版建設省河川砂防 日本河川協会 ６ 改訂建設省河川砂防技術 日本河川協会 表現の変更

技術基準（案）調査編 基準（案）調査編

７ 国土交通省河川砂防技術 国土交通省 ７ 河川砂防技術基準　同解 国土交通省 表現の変更

基準　同解説　計画編 説　計画編

８ 改訂新版建設省河川砂防 日本河川協会 ８ 改訂建設省河川砂防技術 日本河川協会 表現の変更

技術基準（案）設計編 基準(案)設計編(Ⅰ･Ⅱ)

（Ⅰ・Ⅱ）

１２ 増補流域貯留施設等技術 日本河川協会 １２ 増補流域貯留施設等技術 日本河川協会 表現の変更

指針（案）-増補改訂版- 指針（案）

１４ 数字で見る港湾 日本港湾協会 １４ 数字で見る港湾 日本港湾協会 表現の変更

（2010年版）

設-17 ３６ 護岸の力学設計法　改訂 （財）国土技術研究センター ３６ 「護岸の力学設計法」 （財）国土技術研究センター 表現の変更

設-18 ７２ 新版地すべり鋼管杭設計 斜面防災対策技術協会 ７２ 地すべり鋼管杭設計要領 地すべり対策技術協会 表現の変更

要領

設-19 〔３〕道路関係 〔３〕道路関係

５ 林道規程-運用と解説- 日本林道協会 ５ 林道規程-解説とその運 日本林道協会 表現の変更

用-

１０ 交通工学ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ2008 交通工学研究会 １０ 交通工学ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ2001 交通工学研究会 表現の変更

ＤＶＤ-ＲＯＭ版 ＣＤ-ＲＯＭ版

設-21 ８７ 舗装再生便覧 日本道路協会 ８７ プラント再生舗装技術 日本道路協会 表現の変更

指針

設-22 ９３ ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装設計 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装技術 ９３ ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装設計 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ技術協会 表現の変更

施工要領 協会 施工要領

名　　　称名　　　称 編集又は発行所名 編集又は発行所名
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長崎県土木設計（測量、調査）業務共通仕様書　改訂箇所一覧表　【改訂24.4.1】

頁 改訂後 改訂前 摘要

№ №

設-22 ９５ 構内舗装・排水設計基準 公共建築協会 ９５ 構内舗装・排水設計基準 公共建築協会 表現の変更

及び同解説

１００ 舗装調査・試験法便覧 日本道路協会 １００ 舗装調査・試験法便覧 日本道路協会 表現の変更

(全4冊分）

設-23 〔４〕電気・機械・設備等 〔４〕電気・機械・設備等

６ 建築設備設計基準 国土交通省 ６ 建築設備設計基準 公共建築協会 表現の変更

７ 公共建築工事標準仕様書 国土交通省 ７ 電気設備工事共通仕様書 公共建築協会 表現の変更

８ 削除 ８ 機械設備工事共通仕様書 公共建築協会 削除

９ 削除 ９ 建築工事共通仕様書 公共建築協会 削除

名　　　称名　　　称 編集又は発行所名 編集又は発行所名
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長崎県土木設計（測量、調査）業務共通仕様書　改訂箇所一覧表　【改訂24.4.1】

頁 改訂後 改訂前 摘要

第７編　港湾編 第７編　港湾編

設-376 第１章　港湾調査 第１章　港湾調査

　第２節　水質調査 　第２節　水質調査

第７１１０条　位置測量 第７１１０条　位置測量

１．省略 １．省略

２．受注者は、本調査においてGNSSを使用する場合は、調 ２．受注者は、本調査においてG.P.Sを使用する場合は、当 表現の変更

　査の実施区域において行った精度の確認結果を添えて使 　該契約調査の実施区域において行った精度の確認結果を

　用申請を監督職員に提出し、承諾を得なければならない｡ 　添えて使用申請を監督職員に提出し、承諾を得なければ

　ならない。

第７１１２条　分析 第７１１２条　分析

設-377 表７－１水質試験方法 表７－１水質試験方法

JIS K 0102(2008) 7.1 JIS K 0102(1998) 7.1 表現の変更

JIS K 0102(2008) 7.2 JIS K 0102(1998) 7.2 表現の変更

JIS 標準色票 JIS 標準色票

JIS K 0102(2008) 10.1 JIS K 0102(1998) 10.1 表現の変更

海洋観測指針 5.3 海洋観測指針 8.2(サリノメーター法) 表現の変更

海洋観測指針(1999) 3.2 海洋観測指針(1993) 4.1 表現の変更

JIS K 0101(1998) 9.4又は水中濁度計 JIS K 0101(1998) 9.4又は水中濁度計

YPC-1D YPC-1D

JIS K 0102(2008) 12.1 JIS K 0102(1998) 12.1 表現の変更

又はガラス電極法

JIS K 0102(2008) 32.1又は隔膜電極法 JIS K 0102(1998) 32.1 表現の変更

JIS K 0102(2008) 21 JIS K 0102(1998) 21 表現の変更

濁度

生
活
環
境
項
目

水素イオン

濃度（pH）

溶存酸素(DO)

生物化学的酸

素要求量(BOD)

試 験 項 目 試　験　方　法

塩分

水素イオン

濃度（pH）
生
活
環
境
項
目

溶存酸素(DO)

生物化学的酸

現
場
測
定
項
目

気温

現
場
測
定
項
目

気温

水温

塩分

透明度 透明度

濁度

試 験 項 目 試　験　方　法

水温

色相 色相

臭気 臭気

素要求量(BOD)
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長崎県土木設計（測量、調査）業務共通仕様書　改訂箇所一覧表　【改訂24.4.1】

頁 改訂後 改訂前 摘要

設-377 JIS K 0102(2008) 17 JIS K 0102(1998) 17 表現の変更

環告第59号付表8 環告第59号付表8

環告第59号別表2（最確数による定量法） 環告第59号別表2.1.1備考4 表現の変更

又は厚生省・建設省令第1号別表第1 又は厚生省・建設省令第1号

JIS K 0102(2008) 45.2、45.3又は45.4 JIS K 0102(1998) 45.2、45.3又は45.4 表現の変更

JIS K 0102(2008) 46.3 JIS K 0102(1998) 46.3 表現の変更

環告第59号付表10又は 環告第59号付表9又は昭和49年9月30日 表現の変更

環告第64号付表4 環告第64号付表4

JIS K 0102(2008) 53 JIS K 0102(1998) 53 表現の変更

JIS K 0102(2008) 55 JIS K 0102(1998) 55 表現の変更

JIS K 0102(2008) 38.1.2及び38.2 JIS K 0102(1998) 38.1.2及び38.2

又は38.1.2及び38.3 又は38.1.2及び38.3

JIS K 0102(2008) 54 JIS K 0102(1998) 54 表現の変更

JIS K 0102(2008) 65.2 JIS K 0102(1998) 65.2 表現の変更

JIS K 0102(2008) 61.2又は61.4 JIS K 0102(1998) 61.2又は61.3 表現の変更

JIS K 0102(2008) 67.2、67.3又は67.4 JIS K 0102(1998) 67.2又は67.3 表現の変更

JIS K 0102(2008) 43.2.1、43.2.3又は JIS K 0102(1998) 43.2.1、43.2.3又は 表現の変更

43.2.5（硝酸性） 43.2.5（硝酸性）

JIS K 0102(2008) 43.1（亜硝酸性） JIS K 0102(1998) 43.1（亜硝酸性）

表現の変更

試　験　方　法

求量（COD)

試 験 項 目

生
活
環
境
項
目

化学的酸素要

求量（COD)

浮遊物質(SS)

大腸菌群数

全窒素

全りん

ｎ-ヘキサン

抽出物質

試　験　方　法

化学的酸素要

試 験 項 目

浮遊物質(SS)

大腸菌群数

全シアン

全窒素

全りん

ｎ-ヘキサン

抽出物質

セレン

硝酸性窒素及び

生
活
環
境
項
目

鉛

六価クロム

砒素

亜鉛

カドミウム

亜鉛

亜硝酸性窒素

カドミウム

全シアン

鉛

セレン

硝酸性窒素及び

健
康
項
目
等

六価クロム

砒素

フッ素 JIS K 0102(2008) 34.1又は

34.1（C)及び付表6

健
康
項
目
等

JIS K 0102(1998) 34.1又は

環告第59号付表6

亜硝酸性窒素

フッ素

※「総水銀」～「ベンゼン」　省略※「総水銀」～「ベンゼン」　省略
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長崎県土木設計（測量、調査）業務共通仕様書　改訂箇所一覧表　【改訂24.4.1】

頁 改訂後 改訂前 摘要

設-377 表現の変更

環告第59号付表7 原文なし（要監視項目より移行） 追記

設-378 表現の変更

表現の変更

表現の変更

表現の変更

又は56.5 又は56.5

表現の変更

環告第64号付表1又はﾊﾟﾗﾁｵﾝ、ﾒﾁﾙﾊﾟﾗﾁｵﾝ 環告第64号付表1又はﾊﾟﾗﾁｵﾝ、ﾒﾁﾙﾊﾟﾗﾁｵﾝ 表現の変更

若しくはEPNはJIS K 0102(2008)31.1 若しくはEPNはJIS K 0102(1998)31.1、

（ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法を除く。）、ﾒﾁﾙｼﾞﾒﾄﾝ ﾒﾁﾙｼﾞﾒﾄﾝは環告第64号付表2

は環告第64号付表2

JIS K 0102(2008) 42.2、42.3又は42.5 JIS K 0102(1998) 42.2、42.3又は42.5 表現の変更

窒素

環水規第121号付表3の第1又は第2 環水規第121号付表3 表現の変更

JIS K 0102(2008) 59.3又は JIS K 0102(1998) 59.3又は 表現の変更

環水規第121号付表4若しくは付表5 環水規第121号付表4、付表5

JIS K 0102(2008) 68.2又は JIS K 0102(1998) 68.2又は 表現の変更

環水規第121号付表4若しくは付表5 環水規第121号付表4、付表5

試 験 項 目 試　験　方　法 試 験 項 目 試　験　方　法

ホウ素 JIS K 0102(1998) 47.11若しくは

環告第59号付表7

フェノール類

銅

鉄（溶解性）

マンガン

（溶解性）

クロム

ニッケル

フタル酸ジエ

チルヘキシル

ニッケル

有機燐化合物

アンモニア性

健
康
項
目
等

ホウ素 JIS K 0102(2008) 47.1、47.3又は47.4

1.4-ジオキ

サン

JIS K 0102(1998) 57.2、57.3又は57.4

JIS K 0102(1998) 56.2、56.3、56.4

モリブデン

健
康
項
目
等

アンモニア性

窒素

有機燐化合物

JIS K 0102(1998) 65.1.1

フェノール類 JIS K 0102(2008) 28.1.2

銅 JIS K 0102(2008) 52.2

鉄（溶解性） JIS K 0102(2008) 57.2、57.3又は57.4

マンガン

JIS K 0102(1998) 28.1.2

JIS K 0102(1998) 52.2

JIS K 0102(2008) 56.2、56.3、56.4

（溶解性）

クロム JIS K 0102(2008) 65.1.1
特
殊
項
目

特
殊
項
目

要
監
視
項
目

要
監
視
項
目

フタル酸ジエ

チルヘキシル

モリブデン

※「クロロホルム」～「キシレン」　省略※「クロロホルム」～「キシレン」　省略
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長崎県土木設計（測量、調査）業務共通仕様書　改訂箇所一覧表　【改訂24.4.1】

頁 改訂後 改訂前 摘要

設-378 アンチモン 環水企発第040331003号、 アンチモン 平成16年3月31日環水企発第040331003号 表現の変更

環水土第040331005号付表5の第1、第2 、環水土第040331005号付表5の第1、第2

又は第3 又は第3

塩化ビニル 環水企発第040331003号、 塩化ビニル 平成16年3月31日環水企発第040331003号 表現の変更

モノマー 環水土第040331005号付表1 モノマー 、環水土第040331005号付表1

エピクロヒド 環水企発第040331003号、 エピクロヒド 平成16年3月31日環水企発第040331003号 表現の変更

リン 環水土第040331005号付表2 リン 、環水土第040331005号付表2

削除  1.4-ジオキ 平成16年3月31日環水企発第040331003号､削除

 サン 環水土第040331005号付表3 の第1又 は第2

全マンガン JIS K 0102(2008) 56.2、56.3、56.4 全マンガン JIS K 0102(1998) 56.2、56.3、56.4 表現の変更

又は56.5 又は56.5

ウラン 環水企発第040331003号、 ウラン 平成16年3月31日環水企発第040331003号 表現の変更

環水土第040331005号付表4の第1、第2 、環水土第040331005号付表4の第1又は

又は第3 第2

削除 塩化物 イオン JIS K 0102(1998) 35.1 削除

削除 界面活性剤 JIS K 0102(1998) 30 削除

削除 陰 イオン JIS K 0102(1998) 30.1 削除

界面活性剤

削除 亜硝酸性窒素 JIS K 0102(1998) 43.1.1 削除

削除 硝酸性窒素 JIS K 0102(1998) 43.2.3 削除

削除  りん酸性 りん JIS K 0102(1998) 46.1.2 削除

削除 電気伝導率 JIS K 0102(1998) 13 削除

試 験 項 目 試　験　方　法 試 験 項 目 試　験　方　法

要
監
視
項
目

要
監
視
項
目

 そ
 の
他
 の
項
目
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長崎県土木設計（測量、調査）業務共通仕様書　改訂箇所一覧表　【改訂24.4.1】

頁 改訂後 改訂前 摘要

　第３節　底質調査 　第３節　底質調査

設-381 第７１１８条　底質調査　　　表７－２底質試験方法 第７１１８条　底質調査　　　表７－２底質試験方法

表現の変更

表現の変更

表現の変更

表現の変更

試験項目
含有量試験

摘要

溶出試験

アルキル
水銀化合
物

昭和63年9月8日
環境庁第127号
底質調査方法
（以下「底質調
査方法」とい
う）Ⅱ.5.2

摘要試験方法

昭和46年12月28
日環境庁告示第
59号（以下「環
告第59号」とい
う。）付表2及び
昭和49年9月30
日環境庁告示第
64号（以下「環
告第64号」とい
う）付表3

汚泥、
水底土
砂、廃
酸廃ア
ルカリ

試験方法

昭和49年9月30
日環境庁告示第
64号（以下「環
告第64号」とい
う）付表1又は
JISK0102(1998)3
1.1のうちガスク
ロマトグラフ法
以外のもの（メ
チルジメトンに
あっては環告第
64号付表2）

カドミウ
ム又はそ
の化合物

底質調査方法
Ⅱ.6

環告第59号付表1

JIS K
0102(1998) 55

水銀又は
その化合
物

底質調査方法
Ⅱ.5.1

鉛又はそ
の化合物

底質調査方法
Ⅱ.7

JIS K
0102(1998) 54

有機りん
化合物

試験項目
溶出試験 含有量試験

試験方法 摘要 試験方法 摘要

水銀又は
その化合
物

底質調査方法
Ⅱ.5.1

環告第59号付表1

アルキル
水銀化合
物

環告第59号付表2
及び環告第64号
付表3

汚泥、
水底土
砂、廃
酸廃ア
ルカリ

底質調査方法
Ⅱ.5.2

カドミウ
ム又はそ
の化合物

底質調査方法
Ⅱ.6

JIS K
0102(2008) 55

鉛又はそ
の化合物

底質調査方法
Ⅱ.7

JIS K
0102(2008) 54

有機燐化
合物

環告第64号付表1
又はJIS K
0102(2008)31.1
のうちガスクロ
マトグラフ法以
外のもの（メチ
ルジメトンに
あっては環告第
64号付表2）
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長崎県土木設計（測量、調査）業務共通仕様書　改訂箇所一覧表　【改訂24.4.1】

頁 改訂後 改訂前 摘要

設-381 表現の変更

表現の変更

表現の変更

表現の変更

表現の変更

表現の変更

摘要 試験方法 摘要 試験方法 摘要 試験方法 摘要

溶出試験 含有量試験
試験項目

溶出試験 含有量試験
試験項目

試験方法

六価クロ
ム化合物

底質調査方法
Ⅱ.12.3

JIS K
0102(1998) 65.2

ひ素又は
その化合
物

底質調査方法
Ⅱ.13

JIS K
0102(1998) 61

JIS K
0102(1998) 38
ただし、38.1.1
は除く

シアン化
合物

底質調査方法
Ⅱ.14

最終改
訂：平成
15年6月
13日

底質調査方法
Ⅱ.15

有機塩素
化合物

環告第14号別表1

JIS K
0102(1998) 52

底質調査方法
Ⅱ.8

ふっ化物 JIS K
0102(1998) 34

六価クロ
ム化合物

底質調査方法
Ⅱ.12.3

JIS K
0102(2008) 65.2

環告第59号付表3
又は
JIS K
0093(2002)

ＰＣＢ

亜鉛又は
その化合
物

JIS K
0102(1998) 53

底質調査方法
Ⅱ.9

銅又はそ
の化合物

シアン化
合物

JIS K
0102(2008) 38
ただし、38.1.1
は除く

底質調査方法
Ⅱ.14

ひ素又は
その化合
物

JIS K
0102(2008) 61

底質調査方法
Ⅱ.13

ＰＣＢ 環告第59号付表3
又は
JIS K
0093(2002)

底質調査方法
Ⅱ.15

最終改
訂：平成
15年6月
13日

銅又はそ
の化合物

JIS K
0102(2008) 52

底質調査方法
Ⅱ.8

有機塩素
化合物

環告第14号別表1

ふっ化物 JIS K
0102(2008) 34

亜鉛又は
その化合
物

JIS K
0102(2008) 53

底質調査方法
Ⅱ.9

トリクロ
ロエチレ
ン

環告第14号別表2
又はJIS K
0125(1995)5.1、
5.2、5.3.2、
5.4.1又は5.5

環告第14号別表2
又はJIS K
0125(1995)5.1、
5.2、5.3.2、
5.4.1又は5.5

トリクロ
ロエチレ
ン
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長崎県土木設計（測量、調査）業務共通仕様書　改訂箇所一覧表　【改訂24.4.1】

頁 改訂後 改訂前 摘要

設-381 表現の変更

表現の変更

設-382 表現の変更

表現の変更

表現の変更

表現の変更

表現の変更

含有量試験

試験方法 摘要 試験方法 摘要

環告第14号別表2
又はJIS K
0125(1995)5.1、
5.2、5.3.2、
5.4.1又は5.5

テトラク
ロロエチ
レン

試験項目
溶出試験

最終改
訂：平
成12年1
月14日

環告第13号別表7ベリリウ
ム又はそ
の化合物

クロム又
はその化
合物

JIS K
0102(1998) 65.1

底質調査方法
Ⅱ.12.1

バナジウ
ム又はそ
の化合物

JIS K
0102(1998) 70

ニッケル
又はその
化合物

JIS K
0102(1998) 59

JIS K
0125(1995)
5.1、5.2又は
5.3.2

ジクロロ
メタン

試験項目
溶出試験 含有量試験

試験方法 摘要 試験方法 摘要

ベリリウ
ム又はそ
の化合物

環告第13号別表7 最終改
訂：平
成12年1
月14日

テトラク
ロロエチ
レン

環告第14号別表2
又はJIS K
0125(1995)5.1、
5.2、5.3.2、
5.4.1又は5.5

ニッケル
又はその
化合物

JIS K
0102(2008) 59

クロム又
はその化
合物

JIS K
0102(2008) 65.1

底質調査方法
Ⅱ.12.1

バナジウ
ム又はそ
の化合物

JIS K
0102(2008) 70

ジクロロ
メタン

JIS K
0125(1995)
5.1、5.2、5.3.2
又は5.4.1

環告第14号別表
2又はJIS K
0125(1995)
5.1、5.2、5.3.2
又は5.4.1

JIS K
0125(1995)
5.1、5.2、5.3.2
又は5.4.1

1.2-ジク
ロロエタ
ン

四塩化炭
素

四塩化炭
素

JIS K
0125(1995)
5.1、5.2、
5.3.2、5.4.1

JIS K
0125(1995)
5.1、5.2、
5.3.1、5.4.1

1.2-ジク
ロロエタ
ン
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長崎県土木設計（測量、調査）業務共通仕様書　改訂箇所一覧表　【改訂24.4.1】

頁 改訂後 改訂前 摘要

設-382

表現の変更

表現の変更

表現の変更

試験項目
溶出試験 含有量試験

試験項目
溶出試験 含有量試験

試験方法 摘要 試験方法 摘要 試験方法 摘要 試験方法 摘要

セレン JIS K
0102(2008) 67

セレン JIS K
0102(1998) 67.2

環告第68号別表
(ダイオキシン類
に係る底質調査
測定マニュアル
(平成12年3月環
境庁水質保全局
水質管理課))

最終改
訂：平成
14年7月
22日

最終改
訂：平
成15年6
月13日

環告第14号第四
JIS K
0312(1999)

ダイオキ
シン類

最終改
訂：平成
14年7月
22日

ダイオキ
シン類

環告第14号第四
JIS K
0312(1999)

最終改
訂：平
成15年6
月13日

環告第68号別表
(ダイオキシン類
に係る底質調査
測定マニュアル
(平成12年3月環
境庁水質保全局
水質管理課))

JIS K 0102
（1998）7に準ず
る方法

泥温泥温 JIS K 0102
（2008）7に準ず
る方法

新版標準土色帳
による

泥色泥色 新版標準土色帳
による

ガラス電極法
JIS K
0102(1998)12.1
に準ずる方法

水素イオ
ン濃度
（ｐH)

水素イオ
ン濃度
（ｐH)

ガラス電極法
JIS K
0102(2008)12.1
に準ずる方法

※「1.1-ジクロロエチレン」～「ベンゼン」　省略※「1.1-ジクロロエチレン」～「ベンゼン」　省略

※「化学的酸素要求量（CODsed）過マンガン酸カリウムに
よる酸素消費量」

～
「粒度組成」　省略

※「化学的酸素要求量（CODsed）過マンガン酸カリウムに
よる酸素消費量」

～
「粒度組成」　省略
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長崎県土木設計（測量、調査）業務共通仕様書　改訂箇所一覧表　【改訂24.4.1】

頁 改訂後 改訂前 摘要

　第６節　悪臭調査 　第６節　悪臭調査

第７１４１条　悪臭調査 第７１４１条　悪臭調査

設-385 表７－３悪臭物質成分濃度測定方法 表７－３悪臭物質成分濃度測定方法

削除

　第１７節　港湾計画調査 　第１７節　港湾計画調査

設-396 第７２１５条　現況特性の把握 第７２１５条　現況特性の把握

表７-１１　地域指定状況に係る調査項目 表７-１１　地域指定状況に係る調査項目

表現の変更

そ　　の　　他

農業振興地域、鳥獣保護区、保安林、
文化財保護法の指定、類型指定、
公害防止計画策定地域、大気汚染防止法
による規制、水質汚濁防止法による規制

都　市　公　園
用途地域、建ぺい率、容積率、景観法に
基づく景観計画地域

分類

自　然　公　園 国立・国定自然公園、道立自然公園

港湾・漁港・海岸
港湾区域、漁港区域、臨港地区、
海岸保全区域

そ　　の　　他

農業振興地域、鳥獣保護区、保安林、
文化財保護法の指定、類型指定、
公害防止計画策定地域、大気汚染防止法
による規制、水質汚濁防止法による規制

プロピオン酸

環告第9号別表第8
ノルマル酸

ノルマル吉草酸

イソ吉草酸

港湾区域、漁港区域、臨港地区、
海岸保全区域

港湾・漁港・海岸

用途地域、建ぺい率、容積率、景観条例都　市　公　園

ノルマル吉草酸

イソ吉草酸

国立・国定自然公園、道立自然公園自　然　公　園

分類 調査項目調査項目

プロピオン酸

ノルマル酸
環告第9号別表第8 敷地境界及 び発生源

測定方法 摘要測定項目測定項目 測定方法 摘要

※「アンモニア」～「キシレン」　省略※「アンモニア」～「キシレン」　省略
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長崎県土木設計（測量、調査）業務共通仕様書　改訂箇所一覧表　【改訂24.4.1】

頁 改訂後 改訂前 摘要

第７２１６条　基本的方針の策定 第７２１６条　基本的方針の策定

設-398 表７-１４ゾーン区分 表７-１４ゾーン区分 表現の変更

第２章　設計 第２章　設計

設-406 　第１節　予備・基本設計 　第１節　基本設計 表現の変更

第７３００条　適用の範囲 第７３００条　適用の範囲

１．２．省略 １．２．省略

３．施設の構造形式及び断面その他基本的形状を決定する ３．施設の構造形式及び断面その他基本的形状を決定する 表現の変更

　ための予備・基本設計に関する一般的事項は、第7304条 　ための基本設計に関する一般的事項は、第7304条 設計

　構造形式の選定において取り扱うものとする。 　計算において取り扱うものとする。

第７３０１条　設計計画及び資料収集・整理 第７３０１条　設計計画 表現の変更

第７３０２条　設計条件 第７３０２条　設計条件

１．２．省略 １．２．省略

３．施工条件 ３．施工条件

　(1)受注者は、特記仕様書に定める施工条件を考慮して設 　　受注者は、特記仕様書に定める施工条件を考慮して設 表現の変更

　計しなければならない。 　計しなければならない。

　(2)受注者は、必要に応じて安定計算や地盤改良の検討 原文なし（第７３０３条から移行） 追記

　を行い、基礎の断面を決定しなければならない。

船溜関連 廃棄物処理 停泊

生産 危険物 エネルギー関連

緑地ﾚｸﾚｰｼｮﾝ（水域含む） 港湾業務関連 都市機能

物流関連 人流関連 交流拠点物流関連 人流関連 交流拠点

生産 危険物 エネルギー関連

緑地ﾚｸﾚｰｼｮﾝ（水域含む） 環境保全 港湾業務関連

都市機能 船だまり関連 廃棄物処理

停泊 避泊 留保 避泊 留保
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長崎県土木設計（測量、調査）業務共通仕様書　改訂箇所一覧表　【改訂24.4.1】

頁 改訂後 改訂前 摘要

第７３０３条　削除（欠番） 第 ７３０３条　基礎 の検討

設-407 　　受注者 は、必要 に応 じて安定計算 や地盤改良 の検討 削除

　 を行 い、基礎 の断面 を決定 しなければならない。

第７３０４条　構造形式の選定 第７３０４条　設計計算 表現の変更

第７３０５条　構造諸元の決定 第７３０５条　基本断面算定 表現の変更

１．概算数量 １．概算数量

　(1)受注者は、計画平面図、標準断面図、縦断図及びその 　(1)受注者は、計画平面図、標準断面図、縦断図及びその

　他作成した図面に基づき第7304条 構造形式の選定 1.の 　他作成した図面に基づき第7304条 設計計算 1.の経済性 表現の変更

　経済性の比較に必要な概算数量を比較案ごとに工種別、 　の比較に必要な概算数量を比較案ごとに工種別、材料別

　材料別に算出しなければならない。 　に算出しなければならない。

第７３０７条　成果 第７３０７条　成果 表現の変更

１．受注者は、予備・基本設計の成果として、「表7-16 １．受注者は、基本設計の成果として、「表7-16基本設計

　予備・基本設計成果品項目」に示す内容の成果品を作成 　成果品項目」に示す内容の成果品を作成し、監督職員に

　し、監督職員に提出するものとする。 　提出するものとする。

表７－１６予備・基本設計成果品項目 表７－１６基本設計成果品項目 表現の変更

２．受注者は、特記仕様書に定めのある場合、「表7-16予 ２．受注者は、特記仕様書に定めのある場合、「表7-16基 表現の変更

　備・基本設計成果品項目」に示す以外にその定める成果 　本設計成果品項目」に示す以外にその定める成果品を作

　品を作成し、監督職員に提出しなければならない。 　成し、監督職員に提出しなければならない。

成果品内容 内容成果品

※表７－１６省略※表７－１６省略
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長崎県土木設計（測量、調査）業務共通仕様書　改訂箇所一覧表　【改訂24.4.1】

頁 改訂後 改訂前 摘要

　第２節　細部設計 　第２節　細部設計

設-408 第７３１０条　適用の範囲 第７３１０条　適用の範囲

　　本節は、第1節 予備・基本設計で決定された構造形式 　　本節は、第1節 基本設計で決定された構造形式の施設 表現の変更

　の施設又は特記仕様書に定める施設の部材緒元を定め、 　又は特記仕様書に定める施設の部材緒元を定め、詳細な

　詳細な部材構成材料及び数量を決定するための細部設計 　部材構成材料及び数量を決定するための細部設計に関す

　に関する一般的事項を取り扱うものとする。 　る一般的事項を取り扱うものとする。

第７３１１条　設計計画 第７３１１条　設計計画

　　設計計画は、第7301条 設計計画及び資料収集・整理 　　設計計画は、第7301条 設計計画を適用する。ただし、 表現の変更

　を適用する。ただし、5.リサイクル計画書の作成を除く｡ 　5.リサイクル計画書の作成を除く。

設-409 第７３１７条　成果 第７３１７条　成果

１．～２．省略 １．～２．省略

表７-１７細部設計成果品項目 表７-１７細部設計成果品項目

削除

削除

３．受注者は、特記仕様書に定めのある場合、関連機関と  ３．受注者 は、特記仕様書 に定 めのある場合、「表7-16基 番号の変更

削除

Ⅱ．設計図面

　３）設計図面

　４）計算書

　１）設計説明書
設計位置、目的、延長、設計経過の概
要、新技術の提案

　２）細部設計計算書

成果品 内容

Ⅰ．報告書

Ⅱ．設計図面

設計図書 に基 づく工種別、材料別 の数
量 の算出

設計位置、目的、延長、設計経過の概
要、新技術の提案

　４）計算書

　３）設計図面

　２）細部設計計算書

成果品 内容

　１）設計説明書

Ⅰ．報告書

　 ５） リサイクル計画書
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長崎県土木設計（測量、調査）業務共通仕様書　改訂箇所一覧表　【改訂24.4.1】

頁 改訂後 改訂前 摘要

　の協議用資料を作成し、監督職員に提出しなければなら 　本設計成果品項目」 に示 す以外 にその定 める成果品 を作 削除

設-409 　ない。 　成 し、監督職員 に提出 しなければならない。 番号の変更

４．受注者は、特記仕様書に定めのある場合、関連機関と

　の協議用資料を作成し、監督職員に提出しなければなら

　ない。

　第３節　実施設計 　第３節　実施設計

第７３２０条　適用の範囲 第７３２０条　適用の範囲

　　本節は、第1節 予備・基本設計及び第2節 細部設計で 　　本節は、第1節 基本設計及び第2節 細部設計で設計を 表現の変更

　設計を行った施設又は特記仕様書に定める施設における 　行った施設又は特記仕様書に定める施設における工事の

　工事の実施に必要な図面作成及び数量計算を行うための 　実施に必要な図面作成及び数量計算を行うための実施設

　実施設計に関する一般的事項を取り扱うものとする。 　計に関する一般的事項を取り扱うものとする。

第７３２２条　図面作成 第７３２２条　図面作成

１．省略 １．省略

２．受注者は、第1節 予備・基本設計及び第2節 細部設計 ２．受注者は、第1節 基本設計及び第2節 細部設計で決定 表現の変更

　で決定された構造形式の施設又は特記仕様書に定める構 　された構造形式の施設又は特記仕様書に定める構造形式

　造形式の施設に基づき実施設計を行い、工事の実施に必 　の施設に基づき実施設計を行い、工事の実施に必要な平

　要な平面図、縦断図、横断図及び数量計算書を作成しな 　面図、縦断図、横断図及び数量計算書を作成しなければ

　ければならない。なお、作成及び算出を必要とする図面 　ならない。なお、作成及び算出を必要とする図面及び数

　及び数量は、特記仕様書の定めによるものとする。 　量は、特記仕様書の定めによるものとする。
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頁 改訂後 改訂前 摘要

測量業務共通仕様書 測量業務共通仕様書

第１編　総則 第１編　総則

　第１章　総則 第１章　総則

測-1 第１１００１条　適用範囲 第１１００１条　適用範囲

１．２．省略 １．２．省略

３．特記仕様書、図面、共通仕様書又は指示や協議等の間 ３．特記仕様書、図面または共通仕様書の間に相違がある 表現の変更

　に相違がある場合、又は図面からの読み取りと図面に書 　場合、又は図面からの読み取りと図面に書かれた数字が

　かれた数字が相違する場合など業務の遂行に支障を生じ 　相違する場合、受注者は監督職員に確認して指示を受け

　たり、今後相違することが予想される場合、受注者は監 　なければならない。

　督職員に確認して指示を受けなければならない。

第１１０２条　用語の定義 第１１０２条　用語の定義

１．省略 １．省略

２．「受注者」とは、測量業務の実施に関し、発注者と委 ２．「受注者」とは、測量業務の実施に関し、発注者と委 表現の変更

　託契約を締結した個人若しくは会社その他の法人をいう｡ 　託契約を締結した個人若しくは会社その他の法人をいう｡

　又は、法令の規定により認められたその一般承継人をい

　う。

３．省略 ３．省略

４．「検査職員」とは、測量業務の完了検査及び指定部分 ４．「検査職員」とは、測量業務の完了 の検査にあたって 表現の変更

　に係る検査にあたって、契約書第31条第2項の規定に基づ 　、契約書第31条第2項の規定に基づき、検査を行う者をい

　き、検査を行う者をいう。 　う。

５．～２４．省略 ５．～２４．省略

測-2 ２５．「協議」とは、契約図書の協議事項について、発注 ２５．「協議」とは、契約図書の協議事項について、発注 表現の変更

　者又は監督職員と受注者が対等の立場で合議することを 　者と受注者が対等の立場で合議することをいう。

　いう。

22



長崎県土木設計（測量、調査）業務共通仕様書　改訂箇所一覧表　【改訂24.4.1】

頁 改訂後 改訂前 摘要

測-2 ２６．「提出」とは、受注者が監督職員に対し、測量業務 ２６．「提出」とは、受注者が監督職員に対し、測量業務

　に係わる事項について書面又はその他の資料を説明し、 　に係わる書面又はその他の資料を説明し、差し出すこと 表現の変更

　差し出すことをいう。 　をいう。

２７．「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発 ２７．「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発 表現の変更

　行年月日を記録し、署名又は捺印したものを有効とする｡ 　行年月日を記録し、署名又は捺印したものを有効とする｡

（１）緊急を要する場合は、ファクシミリまたは電子メー （１）緊急を要する場合は、ファクシミリまたはＥメール

　ルにより伝達できるものとするが、後日有効な書面と差 　により伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し

　し替えるものとする。 　替えるものとする。

（２）電子納品を行う場合は、別途監督職員と協議するも （２）電子納品を行う場合は、別途監督職員と協議するも

　のとする。 　のとする。

第１１００３条　業務の着手 第１１００３条　業務の着手

　　受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約 　　受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約 表現の変更

　締結後15日以内に測量業務に着手しなければならない｡ 　締結後15日以内に測量業務に着手しなければならない｡

　この場合において、着手とは管理技術者が測量業務の実 　この場合において、着手とは管理技術者が測量業務の実

　施のため監督職員との打合せを行うことをいう。 　施のため監督職員との打合せ又は現地踏査を開始するこ

　とをいう。

測-3 第１１００９条　提出書類 第１１００９条　提出書類

１．受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後 １．受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後 誤謬

　に関係書類を監督職員を経て、発注者に滞納なく提出し 　に関係書類を監督職員を経て、発注者に滞納なく提出し

　なければならない。ただし、契約金額に係る請求書、請 　なければならない。ただし、契約金額に係る請求書、請

　求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、監督職員に係 　求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、監督職員に係

　る書類およびその他現場説明の際に指定した書類を除く｡ 　る書類およびその他現場説明の際指定した書類を除く。
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長崎県土木設計（測量、調査）業務共通仕様書　改訂箇所一覧表　【改訂24.4.1】

頁 改訂後 改訂前 摘要

測-3 第１１０１０条　打合せ等 第１１０１０条　打合せ等

１．測量業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者 １．測量業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者 表現の変更

　と監督職員は常に密接な連絡をとり、業務の方針及び条 　と監督職員は常に密接な連絡をとり、業務の方針及び条

　件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都 　件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都

　度受注者が打合せ記録簿に記録し、相互に確認しなけれ 　度受注者が書面に記録し、相互に確認しなければならな

　ばならない。 　い。

　　なお、連絡は積極的に電子メール等を活用し、電子メ 　　なお、連絡は積極的にＥメール等を活用し、Ｅメール

　ールで確認した内容については、必要に応じて打合せ記 　で確認した内容については、必要に応じて書面を作成す

　録簿を作成するものとする。 　るものとする。

２．測量業務着手時及び設計図書で定める業務の区切りに ２．測量業務着手時及び設計図書で定める業務の区切りに 表現の変更

　おいて、管理技術者と監督職員は打合せを行うものとし､ 　おいて、管理技術者と監督職員は打合せを行うものとし､

　その結果について受注者が打合せ記録簿に記録し相互に 　その結果について受注者が書面に記録し相互に確認しな

　確認しなければならない。 　ければならない。

第１１０１１条　業務計画書 第１１０１１条　業務計画書

１．～２．省略 １．～２．省略

３．受注者は、業務計画書の重要な内容を変更する場合は､ ３．受注者は、業務計画書の重要な内容を変更する場合は、誤謬

　理由を明確にしたうえで、その都度監督職員に変更業務 　理由を明確にしたうえ、その都度監督職員に変更業務計

　計画書を提出しなければならない。 　画書を提出しなければならない。

測-7 第１１０２９条　守秘義務 第１１０２９条　守秘義務

１．省略 １．省略

２．受注者は、当該業務の結果（業務処理の過程において ２．受注者 は、成果品 の発表 に際 しての守秘義務 について 表現の変更

　得られた記録等を含む。）を他人に閲覧させ、複写させ 　 は、第11028条第1項 の承諾 を受 けた場合 はこの限 りでは

　、又は譲渡してはならない。ただし、あらかじめ発注者 　 ない。
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長崎県土木設計（測量、調査）業務共通仕様書　改訂箇所一覧表　【改訂24.4.1】

頁 改訂後 改訂前 摘要

　の書面による承諾を得たときはこの限りではない。

測-7 ３．受注者は、当該業務に関して発注者から貸与された情 追記

　報その他知り得た情報を第11011条に示す業務計画書の業

　務組織計画に記載される者以外には秘密とし、また、当

　該業務の遂行以外の目的に使用してはならない。

４．受注者は、当該業務に関して発注者から貸与された情 追記

　報、その他知り得た情報を当該業務の終了後においても

　他社に漏らしてはならない。

５．取り扱う情報は、当該業務のみに使用し、他の目的に 追記

　は使用しないこと。また、発注者の許可なく複製しない

　こと。

６．受注者は、当該業務完了時に、発注者への返却若しく 追記

　は消去又は破棄を確実に行うこと。

７．受注者は、当該業務の遂行において貸与された発注者 追記

　の情報の外部への漏洩若しくは目的外利用が認められ又

　そのおそれがある場合には、これを速やかに発注者に報

　告するものとする。

測-12 第２編　用地部門 第２編　用地部門

第３節　境界確認 第３節　境界確認

第１２０１２条　境界立会い 第１２０１２条　境界立会い

１．省略 １．省略

　　削除  ２．受注者 は、前項 の境界点立会 いが完了 したときは、関 削除

　連 する土地 の所有者等 から土地境界立会確認書（様式8-

　1） に確認 のための署名押印 を求 めなければならない。
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長崎県土木設計（測量、調査）業務共通仕様書　改訂箇所一覧表　【改訂24.4.1】

頁 改訂後 改訂前 摘要

２．受注者は、第1項の境界点立会いにおいて、次の各号に ３．受注者は、第1項の境界点立会いにおいて、次の各号に

測-12 　おいて、該当する状態が生じたときは、その事由等を整 　おいて、該当する状態が生じたときは、その事由等を整 表現の変更

　理し監督職員に報告し、その後の処置について指示を受 　理し監督職員に報告し、その後の処置について指示を受

　けなければならない。 　けなければならない。

　(1)～(3)省略 　(1)～(3)省略

３．受注者は、第1項の立会いで更正の登記を必要とする土 ４．受注者は、第1項の立会いで更正の登記を必要とする土 表現の変更

　地については、関連する土地の所有者等に立会いを求め､ 　地については、関連する土地の所有者等に立会いを求め､

　筆界及び更正内容の確認を行うものとする。 　筆界及び更正内容の確認を行うもの とし、 その同意 を得

　 たときは、土地境界立会確認書（様式8-1） に署名押印 を

　求 めるものとする。

４．受注者は、用地実測図原図等の作成が完了したときは､ ５．受注者は、用地実測図原図等の作成が完了したときは､ 表現の変更

　取得地等に該当する土地所有者に立会いを求め、用地幅 　取得地等に該当する土地所有者に立会いを求め、用地幅

　杭及び用地実測図原図等の確認を行うものとする。 　杭及び用地実測図原図等の確認を行うもの とし、 その確

　認 を得 たときは、土地境界立会確認書（様式8-2） に署

　名押印 を求 めるものとする。

５．受注者は、用地境界杭を設置しようとするときは、隣 ６．受注者は、用地境界杭を設置しようとするときは、隣 表現の変更

　接する土地の所有者に立会いを求め、境界位置又は用地 　接する土地の所有者に立会いを求め、境界位置又は用地

　境界仮杭の位置について確認を行うものとし、双方同意 　境界仮杭の位置について確認を行うものとし、双方同意

　の上、用地境界杭を設置するものとする。 　の上、用地境界杭を設置 し、設置 が完了 したときは、土

　地境界立会確認書（様式8-3） に署名押印 を求 めるものと

　 する。

６．受注者は、第1項、第3項、第4項、及び第5項の作業が 　原文なし 追記

　完了したときは、確認及び同意を得た関連する土地の所

　有者等に対し、立会証明書（様式-8）に署名押印を求め

　るものとする。
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長崎県土木設計（測量、調査）業務共通仕様書　改訂箇所一覧表　【改訂24.4.1】

頁 改訂後 改訂前 摘要

　　なお、署名押印の求めに応じないときは、求めに応じ

測-12 　ない理由を整理し、書面により監督職員に提出するもの

　とする。

削除  ７．第2項、第4項、第5項及 び第6項 において確認 した立会 削除

　人 が各項 に規定 する署名押印 の求 めに応 じないときは、

　立会人 の署名押印 に代 えて、求 めに応 じない理由 を土地

　境界立会確認書 に記載 するものとする。

７．受注者は、第1項、第3項、第4項及び第5項において確 ８．受注者は、第2項、第4項、第5項及び第6項において確

　認した立会人が登記名義人と異なる場合は、その理由及 　認した立会人が登記名義人と異なる場合は、その理由及

　び所有者との関係を立会証明書に付記するものとする。 　び所有者との関係を土地境界立会確認書に付記するもの

　とする。

第１２０１３条　公共用地境界確定協議 第１２０１３条　公共用地境界確定協議

１．～２．省略 １．～２．省略

３．受注者は、第1項の打合せの結果、第12005条（公図等 ３．受注者は、第1項の打合せの結果、第12005条（公図等

　転写連続図の作成）により作成した転写連続図その他資 　転写連続図の作成）により作成した転写連続図その他資

　料を基に用地測量を行うことによって、公共物管理者等 　料を基に用地測量を行うことによって、公共物管理者等

　が公共用地境界の確定と見なすとした場合には、これに 　が公共用地境界の確定と見なすとした場合には、これに

　必要な作業を行うものとする。この場合に公共用地に隣 　必要な作業を行うものとする。この場合に公共用地に隣

　接する土地の所有者から第12012条（境界立会）第3項に 　接する土地の所有者から第12012条（境界立会）第4項に

　準じた確認を行い、同意を得るものとする。 　準じた同意を得るものとする。
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長崎県土木設計（測量、調査）業務共通仕様書　改訂箇所一覧表　【改訂24.4.1】

頁 改訂後 改訂前 摘要

第６節　用地実測図等の作成 第６節　用地実測図等の作成

測-15 第１２０２７条　用地実測図等の作成 第１２０２７条　用地実測図等の作成

１．受注者は、境界測量等の成果及び用地現況測量の成果 １．受注者は、境界測量等の成果及び用地現況測量の成果 追記

　により、用地実測図原図、用地平面図、土地実地調査書､ 　により、用地実測図原図、用地平面図、地籍測量図及び

　地籍測量図及び土地所在図を作成するものとする。 　土地所在図を作成するものとする。

２．～８．省略 ２．～８．省略

９．土地実地調査書（様式-26）に添付する画像情報は、 　（原文なし） 追記

　該当する境界点全てを撮影し、添付するものとする。

第７節　土地実施調査書の修正 　（原文なし） 追記

第１２０２８条　土地実地調査書の修正

１．受注者は、既存の用地測量成果等を基に、土地実地調

　査書（様式-26）を作成するものとする。

２．土地実地調査書（様式-26）に添付する画像情報は、

　該当する境界点全てを撮影し、添付するものとする。

第８節　土地調書の作成 第７節　土地調書の作成 表現の変更

第１２０２９条　土地調書（地籍集計表）の作成 第１２０２８条　土地調書（地籍集計表）の作成

第９節　国公有地の測量調査 第８節　国公有地の測量調査 表現の変更

第１２０３０条　国公有地の測量調査 第１２０２９条　国公有地の測量調査

第１０節　成果等 第９節　成果等 表現の変更

第１２０３１条　成果等 第１２０３０条　成果等
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長崎県土木設計（測量、調査）業務共通仕様書　改訂箇所一覧表　【改訂24.4.1】

頁 改訂後 改訂前 摘要

測-16 別表一覧表 別表一覧表

測-18 別表-２ 別表-２

①成果品及び測量記録（国有林等を除く） ①成果品及び測量記録（国有林等を除く）

土地境界立会 様式-8-1, 表現の変更

確認書 8-2及び8-3

その他 追記

その他

別表番号

1

2

3 成果品及び測量記録

記号凡例

図面記載事項

名　　称 備　　考別表番号 名　　称 備　　考

1 図面記載事項

2 成果品及び測量記録

備考規格寸法数量単位名称

様式-26

備考

成
果
品

冊立会証明書 様式-8

土地実地調査書

名称 単位 数量 規格寸法

冊成
果
品

「用地実測図原」～「権利者調査表」省略

「登記事項証明書（全部）」～「支障物件詳細図」省略

「用地実測図原」～「権利者調査表」省略

「登記事項証明書（全部）」～「支障物件詳細図」省略
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長崎県土木設計（測量、調査）業務共通仕様書　改訂箇所一覧表　【改訂24.4.1】

頁 改訂後 改訂前 摘要

測-20 様式一覧表 様式一覧表

立会証明書 土地境界立会確認書 境界 の確認 表現の変更

取得 ・使用地 削除

 の同意

境界杭設置 の

同意

土地実地調査書 追記26

様式番号

8 8-1

8-2 土地境界立会確認書

土地境界立会確認書8-3

備考名称様式番号名称 備考

「1.資料図及び公図等の転写」～「7.権利者一覧表」省
略

「9.標杭の規格」～「25.用地平面図精度管理表」省略

「1.資料図及び公図等の転写」～「7.権利者一覧表」省
略

「9.標杭の規格」～「25.用地平面図精度管理表」省略
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長崎県土木設計（測量、調査）業務共通仕様書　改訂箇所一覧表　【改訂24.4.1】

頁 改訂後 改訂前 摘要

様式-8 様式8-1

測-28

様式の変更
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長崎県土木設計（測量、調査）業務共通仕様書　改訂箇所一覧表　【改訂24.4.1】

頁 改訂後 改訂前 摘要

様式8-2

削除
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頁 改訂後 改訂前 摘要

様式8-3

削除
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頁 改訂後 改訂前 摘要

様式-26

測-43 様式の追加
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頁 改訂後 改訂前 摘要

様式の追加

（様式-26）
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頁 改訂後 改訂前 摘要

様式の追加

（様式-26）
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頁 改訂後 改訂前 摘要

様式の追加

（様式-26）
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頁 改訂後 改訂前 摘要

様式の追加

（様式-26）
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頁 改訂後 改訂前 摘要

様式の追加

（様式-26）
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長崎県土木設計（測量、調査）業務共通仕様書　改訂箇所一覧表　【改訂24.4.1】

頁 改訂後 改訂前 摘要

第３編　深浅測量（港湾区域） 第３編　深浅測量（港湾区域）

測-49 第１３００２条　基準点測量 第１３００２条　基準点測量 表現の変更

　(1)～(2)省略 　(1)～(2)省略

　(3)主要基準点の測定は、三角測量、多角測量又はGNSS測 　(3)主要基準点の測定は、三角測量、多角測量又はGPS測

　量によらなければならない。また、補助基準点の測定は､ 　量によらなければならない。また、補助基準点の測定は､

　三角測量、多角測量、GNSS測量、又は前方交会法若しく 　三角測量、多角測量、GPS測量、又は前方交会法若しく

　は後方交会法によらなければならない。ただし、後方交 　は後方交会法によらなければならない。ただし、後方交

　会法の場合は、主要基準点からの位置の線を併用しなけ 　会法の場合は、主要基準点からの位置の線を併用しなけ

　ればならない。 　ればならない。

　(4)～(5)省略 　(4)～(5)省略

　(6)GNSSの観測方法は、2点の同時観測による干渉法とし､ 　(6)GPSの観測方法は、2点の同時観測による干渉法とし、 表現の変更

　既知点に結合するように行い、座標計算するものとする｡ 　既知点に結合するように行い、座標計算するものとする｡

　　なお、座標値の標準偏差は、次のとおりとする。 　　なお、座標値の標準偏差は、次のとおりとする。

主要基準点　：　15cm以内 主要基準点　：　15cm以内

補助基準点　：　25cm以内 補助基準点　：　25cm以内

第１３００４条　水深測量 第１３００４条　水深測量

測-50 １．２．省略 １．２．省略 表現の変更

３．水深測量 ３．水深測量

　(1)省略 　(1)省略

　(2)海上測位 　(2)海上測位

　　1）受注者は、海上位置観測に使用する機器は、六分儀 　　1）受注者は、海上位置観測に使用する機器は、六分儀

　　、経緯儀、測距儀、衛星測位機等とし、海上測位位置 　　、経緯儀、測距儀、衛星測位機等とし、海上測位位置

　　の精度は、特級水域では±2m、1a級水域及び1b級水域 　　の精度は、特級水域では±2ｍ、一級水域では±5ｍを

　　では±5mを確保できるものを使用しなければならない｡ 　　確保できるものを使用しなければならない。
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頁 改訂後 改訂前 摘要

　(3)測深 　(3)測深

測-50 　　1)測深機器 　　1)測深機器

　　　受注者は、音響測深機（単素子、多素子、スワス音 　　　受注者は、音響測深機により測深を行うものとし、 表現の変更

　　響測深機含む）及びレーザー測深器、測鉛等により 　　使用する音響測深機は「表3-1音響測深機の性能（水

　　測深を行うものとし、使用する音響測深機は「表3-1音 　　深100ｍ以浅）」に示す性能以上のものとする。

　　響測深機の性能（水深100ｍ以浅）」に示す性能以上の 　　　なお、特記仕様書に定めがなく、表3-1に示す性能

　　ものとする。 　　以上の音響測深機により難い場合は、測量に先立ち監

　　　なお、特記仕様書に定めがなく、表3-1に示す性能 　　督職員に測深方法の承諾を得なければならない。

　　以上の音響測深機により難い場合は、測量に先立ち監

　　督職員に測深方法の承諾を得なければならない。

表３-１音響測深機の性能（水深100ｍ以浅） 表３-１音響測深機の性能（水深100ｍ以浅）

追記

追記

　測深ビーム方式 　クロスファンビーム

　測深ビーム幅 　1.5度以下×1.5度以下

　発振周波数 　36～455KHz

　レンジ分解能 　5cm以下

　最小目盛 　0.2ｍ以下

マルチビーム（浅海用）音響測深機

　仮定音速度 　1500m/s

　30～230KHz（水深31ｍ～100ｍ）

　送受波器の指向角 　半減半角8°以下

　紙送り速度 　20mm/min以上

　測深ビーム幅 　1.5度以下×1.5度以下

項　　　目 性　　　能

シングル音響測深機（多素子音響測深機を含む）

　仮定音速度 　1500m/s

　発振周波数 　90～230KHz（水深31ｍ未満）

　レンジ分解能 　5cm以下

　測深ビーム方式 　クロスファンビーム

マルチビーム（浅海用）音響測深機

　仮定音速度 　1500m/s

　発振周波数 　36～455KHz

　0.2ｍ以下

　発振周波数

　送受波器の指向角

　紙送り速度

　最小目盛

　90～230KHz（31ｍ未満）

　30～230KHz（31ｍ～100ｍ）

　半減半角8°以下

　20mm/min以上

項　　　目 性　　　能

シングル音響測深機（多素子音響測深機を含む）

　仮定音速度 　1500m/s
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頁 改訂後 改訂前 摘要

追記

※スワス音響測深機は、マルチビーム音響測深機及び位相 原文なし 追記

　差式（ｲﾝﾀｰﾌｪﾛﾒﾄﾘ）音響測深機（受信素子数が4個以上

　のものに限る｡）で船体に固定して使用するものをいう｡

第１３００５条　成果 第１３００５条　成果

測-51 １．省略 １．省略

２．(1)、(2)省略 ２．(1)、(2)省略

　(3)資料 　(3)資料

　　①航跡図（原図） 　　①航跡図（原図）

　　②測定帳簿（測角簿、測距簿、測深簿、測深誘導簿、 　　②測定帳簿（測角簿、測距簿、測深簿、測深誘導簿、

　　　検潮簿、基準点計算簿） 　　　検潮簿、基準点計算簿）

　　③測定記録（音響測深記録、検潮記録、電波または 　　③測定記録（音響測深記録、検記録、検潮記録、電波 表現の変更

　　　GNSS測位記録） 　　　またはGPS測位記録）

第４編　水路測量（港湾区域） 第４編　水路測量（港湾区域）

測-53 第１４００４条　水深測量 第１４００４条　水深測量

１．～３．省略 １．～３．省略

４．測深 ４．測深

　(1)測深機器 　(1)測深機器

　受信素子数 　4個以上

　レンジ分解能 　5cm以下

　仮定音速度 　1500m/s

インターフェロメトリ音響測深機 原文なし

　発振周波数 　100～500KHz

項　　　目 性　　　能 項　　　目 性　　　能
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頁 改訂後 改訂前 摘要

　　　受注者は、音響測深機（単素子、多素子、スワス音 　　　受注者は、｢表4-1音響測深機の性能（水深100ｍ以浅

測-53 　　響測深機を含む）及びレーザー測深機、測鉛等により 　　）」に示す性能以上の多素子型音響測深機又はマルチ 追記

　　測深を行うものとし、使用する音響測深機は「表4-1 　　ビーム音響測深機により測深しなければならない。

　　音響測深機の性能（水深100ｍ以浅）」に示す性能以上

　　の多素子型音響測深機又はマルチビーム音響測深機に

　　より測深しなければならない。

表４-１音響測深機の性能（水深100ｍ以浅） 表４-１音響測深機の性能（水深100ｍ以浅）

追記

追記

追記

　仮定音速度 　1500m/s

　レンジ分解能 　5cm以下

インターフェロメトリ音響測深機 原文なし

　発振周波数 　100～500KHz

　測深ビーム幅 　1.5度以下×1.5度以下 　測深ビーム幅 　1.5度以下×1.5度以下

　測深ビーム方式 　クロスファンビーム 　測深ビーム方式 　クロスファンビーム

　レンジ分解能 　5cm以下 　レンジ分解能 　5cm以下

　発振周波数 　36～455KHz 　発振周波数 　36～455KHz

マルチビーム（浅海用）音響測深機 マルチビーム（浅海用）音響測深機

　仮定音速度 　1500m/s 　仮定音速度 　1500m/s

　最小目盛 　0.2ｍ以下 　最小目盛 　0.2ｍ以下

　紙送り速度 　20mm/min以上 　紙送り速度 　20mm/min以上

　送受波器の指向角 　半減半角8°以下 　送受波器の指向角 　半減半角8°以下

　30～230KHz（水深31ｍ～100ｍ） 　30～230KHz（31ｍ～100ｍ）

　発振周波数 　90～230KHz（水深31ｍ未満） 　発振周波数 　90～230KHz（31ｍ未満）

シングル音響測深機（多素子音響測深機を含む） シングル音響測深機（多素子音響測深機を含む）

　仮定音速度 　1500m/s 　仮定音速度 　1500m/s

項　　　目 性　　　能 項　　　目 性　　　能
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頁 改訂後 改訂前 摘要

測-53 追記

※スワス音響測深機は、マルチビーム音響測深機及び位相 原文なし 追記

　差式（ｲﾝﾀｰﾌｪﾛﾒﾄﾘ）音響測深機（受信素子数が4個以上

　のものに限る｡）で船体に固定して使用するものをいう｡

　(2)～(3)省略 　(2)～(3)省略

　(4)音響測深の異常記録 　(4)音響測深の異常記録

　　1）～4）省略 　　1）～4）省略

　　4）次の各号に該当する場合は、再測、判別等の処理 　　4）次の各号に該当する場合は、再測、判別等の処理

　　を省略できるものとする。 　　を省略できるものとする。

　　　①比高が0.5ｍ以下のもの。 　　　①比高が0.5ｍ以下のもの。

　　　②局所的な凹部に存在し、その水深が周囲の海底よ 　　　② その最浅部 が計画水深 より深 いもの。 削除

　　　　り深いもの。 　　　③局所的な凹部に存在し、その水深が周囲の海底よ 表現の変更

　　　　り深いもの。

５．測深線間隔及び未水深幅 ５．測深線間隔および未水深幅 表現の変更

測-54 　(1)受注者は、水域区分毎に「表4-2未水深幅」に示す 　(1)受注者は、水域区分毎に「表4-2未水深幅」に示す

　　未水深幅を満足するように測深線間隔をとらなければ 　　未水深幅を満足するように測深線間隔をとらなければ

　　ならない。 　　ならない。

表４－２　未測深幅 表４－２　未測深幅

表現の変更

底質が岩盤質
の場合

特　級
多素子音響測
深機又はスワ
ス音響測深機

0ｍ 特　級

多素子音響測
深機又はマル
チビーム音響
測深機

0ｍ

水域の区分 使用機器

未測深幅の上限

水域の区分底質が砂又は
泥質の場合

底質が岩盤質
の場合

　受信素子数 　4個以上 原文なし

項　　　目 性　　　能 項　　　目 性　　　能

使用機器

未測深幅

底質が砂又は
泥質の場合
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頁 改訂後 改訂前 摘要

表現の変更

測-54

　「浚渫等 を行 った水域」 とは、浚渫、障害物 の撤去 その

他 の水底 に変化 を及 ぼす行為 を行 った水域（当該行為 の実

施後初 めて上表 の規定 に従 って水深 の測定 を行 う水域 に限

 る。）及 びその付近

　「その他の機器」は、多素子音響測深機（2素子以外）､

マルチビーム音響測深機又はレーザー測深機

　「航路、泊地及びその付近」とは次の水域をいう。

水路測量における測定又は調査の方法に関する告示

（平成21年3月31日海上保安庁告示第110号）

　①別表第一「水域区分 特級」の「水域 一号から四号」

　　のいずれかに該当する水域。

全ての機器

底質が岩盤質
の場合

未測深幅

使用機器

その他
水域

一b級

左記の1/2
8ｍ

12ｍ

25ｍ

50ｍ又は水深
の3倍のうち
大きい値

単素子音響測
深機

多素子音響測
深機（素子数
が2つのもの
に限る。）

その他の機器

航路、泊
地及びそ
の付近

多素子音響測
深機（素子数
が2つのもの
に限る。）

3ｍ

その他の機器 6ｍ

単素子音響測
深機

2ｍ

一a級

6ｍ未満

その他の機器

その他の
水域

6ｍ未満 3ｍ未満

多素子音響測
深機
（2素子）

水域の区分 使用機器

未測深幅の上限

底質が砂又は
泥質の場合

底質が岩盤質
の場合

3ｍ未満 1.5ｍ未満

底質が砂又は
泥質の場合

一級

その他の機器 25ｍ未満 12.5ｍ未満

浚渫等を
行った水
域

12ｍ未満

水域の区分

多素子音響測
深機
（2素子）
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頁 改訂後 改訂前 摘要

測-54 　②係留施設（岸壁、係船浮標、係船くい、桟橋､浮桟橋､

　　物揚場及び船揚場、ｼｰﾊﾞｰｽ）の前面及びその付近。 表現の変更

　「その他の機器」は、多素子音響測深機（2素子以外）、

スワス音響測深機又はレーザー測深機（1b級に限る。）

　(2)～(5)省略 　(2)～(5)省略

６．測量結果の整理及び解析 ６．測量結果の整理および解析 表現の変更

測-55 　(1)～(3)省略 　(1)～(3)省略

　(4)測深図（原図） 　(4)測深図（原図）

　　　①～②省略 　　　①～②省略

　　　③受注者は、用紙に伸縮性の少ないﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄを 　　　③受注者は、用紙に厚さ0.075mm以上のﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄ 表現の変更

　　　用い、図積は50cm×40cm以上96cm×63cmまでとし、 　　　を用い、図積は50cm×40cm以上96cm×63cmまでとし､

　　　事前に監督職員の承諾を得なければならない。 　　　事前に監督職員の承諾を得なければならない。

　　　④省略 　　　④省略

　　　⑤削除 　　　 ⑤受注者 は、水深7 m以深 の係船岸 の前面 の場合、 削除

　　　側傍水深図 を作成 そなければならない。 その縮尺

　　　 は1/1,000～1/3,000 とし、測深図 との共通点 を2点

　　　以上記入 すること。

第１４００６条　成果品 第１４００６条　成果品

１．省略 １．省略

２．(1)省略 ２．(1)省略

　(2)図面 　(2)図面

　　　①測深図（原図） 　　　①測深部（原図） 誤謬

　　　②測深図（海図と同縮尺） 　　　②測深図（海図と同縮尺）

　　　③経緯度表地点表示図 　　　 ③側傍水深図 削除
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頁 改訂後 改訂前 摘要

　　　④検潮所基準測定結果 　　　④経緯度表地点表示図 表現の変更

測-56 　　　⑤基準面決定簿 　　　⑤検潮所基準測定結果

　　　⑥基準面決定簿

　(2)資料 　(2)資料

　　　①測定図（航跡図、原点図、岸測図、測深図、水深 　　　①測定図（航跡図、原点図、岸測図、測深図、側傍

　　　　原稿図、拡大水深原稿図） 　　　　測深図、水深原稿図、拡大水深原稿図）

　　　②測定帳簿（測角簿、測距簿、測深簿、測深誘導簿､ 　　　②測定帳簿（測角簿、測距簿、測深簿、測深誘導簿､

　　　　検潮簿、原点計算簿、岸測簿） 　　　　検潮簿、原点計算簿、岸測簿）

　　　③測定記録（音響測深記録簿、検潮記録、電波又は 　　　③測定記録（音響測深記録簿、検潮記録、電波又は

　　　　GNSS測位記録） 　　　　GPS測位記録）
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頁 改訂後 改訂前 摘要

地質・土質調査業務共通仕様書 地質・土質調査業務共通仕様書

第１編　総則 第１編　総則

地-1 第３０１０１条　適用範囲 第３０１０１条　適用範囲

１．２．省略 １．２．省略

３．特記仕様書、図面、共通仕様書又は指示や協議等の間 ３．特記仕様書、図面または共通仕様書の間に相違がある 表現の変更

　に相違がある場合、又は図面からの読み取りと図面に書 　場合、又は図面からの読み取りと図面に書かれた数字が

　かれた数字が相違する場合など業務の遂行に支障を生じ 　相違する場合、受注者は監督職員に確認して指示を受け

　たり、今後相違することが予想される場合、受注者は監 　なければならない。

　督職員に確認して指示を受けなければならない。

第３０１０２条　用語の定義 第３０１０２条　用語の定義

１．省略 １．省略

２．「受注者」とは、地質・土質調査業務の実施に関し、 ２．「受注者」とは、地質・土質調査業務の実施に関し、 表現の変更

　発注者と委託契約を締結した個人若しくは会社その他の 　発注者と契約を締結した個人若しくは会社その他の法人

　法人をいう。又は、法令の規定により認められたその一 　をいう。

　般承継人をいう。

３．省略 ３．省略

４．「検査職員」とは、地質・土質調査業務の完了検査及 ４．「検査職員」とは、地質・土質調査業務の完了 の検査 表現の変更

　び指定部分に係る検査にあてって、契約書第31条第2項 　にあたって、契約書第31条第2項の規定に基づき、検査を

　の規定に基づき、検査を行う者をいう。 　行う者をいう。

５．～２４．省略 ５．～２４．省略

地-2 ２５．「協議」とは、契約図書の協議事項について、発注 ２５．「協議」とは、契約図書の協議事項について、発注 表現の変更

　者又は監督職員と受注者が対等の立場で合議することを 　者と受注者が対等の立場で合議することをいう。

　いう。
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頁 改訂後 改訂前 摘要

地-2 ２６．「提出」とは、受注者が監督職員に対し、地質・土 ２６．「提出」とは、受注者が監督職員に対し、地質・土

　質調査業務に係わる事項について書面又はその他の資料 　質調査業務に係わる書面又はその他の資料を説明し、差 表現の変更

　を説明し、差し出すことをいう。 　し出すことをいう。

第３０１０４条　業務の着手 第３０１０４条　業務の着手

　　受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約 　　受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約 表現の変更

　締結後15日以内に地質・土質調査業務に着手しなければ 　締結後15日以内に地質・土質調査業務に着手しなければ

　ならない。 　ならない。

　この場合において、着手とは管理技術者が地質・土質調 　この場合において、着手とは管理技術者が地質・土質調

　査業務の実施のため監督職員との打合せを行うことをい 　査業務の実施のため監督職員との打合せ又は現地踏査を

　う。 　開始することをいう。

地-3 第３０１０９条　提出書類 第３０１０９条　提出書類

１．受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後 １．受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後 表現の変更

　に関係書類を監督職員を経て、発注者に滞納なく提出し 　に関係書類を監督職員を経て、発注者に滞納なく提出し

　なければならない。ただし、業務委託料（以下、「委託 　なければならない。ただし、業務委託料（以下、「委託

　料」という。）に係る請求書、請求代金代理受領承諾書 　料」という。）に係る請求書、請求代金代理受領承諾書

　、遅延利息請求書、監督職員に関する措置請求書に係る 　、遅延利息請求書、監督職員に関する措置請求書に係る

　書類およびその他現場説明の際に指定した書類を除く。 　書類およびその他現場説明の際指定した書類を除く。

第３０１１０条　打合せ等 第３０１１０条　打合せ等

１．地質・土質調査業務を適正かつ円滑に実施するため、 １．地質・土質調査業務を適正かつ円滑に実施するため、 表現の変更

　管理技術者と監督職員は常に密接な連絡をとり、業務の 　管理技術者と監督職員は常に密接な連絡をとり、業務の

　方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容につい 　方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容につい

　てはその都度受注者が打合せ記録簿に記録し、相互に確 　てはその都度受注者が打合せ記録簿に記録し、相互に確

　認しなければならない。 　認しなければならない。

　　なお、連絡は積極的に電子メール等を活用し、電子メ 　　なお、連絡は積極的に電子メール等を活用し、電子メ
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頁 改訂後 改訂前 摘要

地-3 　ールで確認した内容については、必要に応じて打合せ記 　ールで確認した内容については、必要に応じて書面を作

　録簿を作成するものとする。 　成するものとする。 表現の変更

２．地質・土質調査業務着手時及び設計図書で定める業務 ２．地質・土質調査業務着手時及び設計図書で定める業務

　の区切りにおいて、管理技術者と監督職員は打合せを行 　の区切りにおいて、管理技術者と監督職員は打合せを行

　うものとし、その結果について受注者が打合せ記録簿に 　うものとし、その結果について受注者が書面に記録し相

　記録し相互に確認しなければならない。 　互に確認しなければならない。

地-4 第３０１１１条　業務計画書 第３０１１１条　業務計画書

１．～２．省略 １．～２．省略

３．受注者は、業務計画書の重要な内容を変更する場合は､ ３．受注者は、業務計画書の重要な内容を変更する場合は、表現の変更

　理由を明確にしたうえで、その都度監督職員に変更業務 　理由を明確にしたうえ、その都度監督職員に変更業務計

　計画書を提出しなければならない。 　画書を提出しなければならない。

地-7 第３０１２９条　守秘義務 第３０１２９条　守秘義務

１．省略 １．省略

２．受注者は、当該業務の結果（業務処理の過程において ２．受注者 は、成果品 の発表 に際 しての守秘義務 について 表現の変更

　得られた記録等を含む。）を他人に閲覧させ、複写させ 　 は、第30128条第1項 の承諾 を受 けた場合 はこの限 りでは

　、又は譲渡してはならない。ただし、あらかじめ発注者 　 ない。

　の書面による承諾を得たときはこの限りではない。

３．受注者は、当該業務に関して発注者から貸与された情 追記

　報その他知り得た情報を第30111条に示す業務計画書の業

　務組織計画に記載される者以外には秘密とし、また、当

　該業務の遂行以外の目的に使用してはならない。

４．受注者は、当該業務に関して発注者から貸与された情 追記

　報、その他知り得た情報を当該業務の終了後においても
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頁 改訂後 改訂前 摘要

地-7 　他社に漏らしてはならない。

５．取り扱う情報は、当該業務のみに使用し、他の目的に 追記

　は使用しないこと。また、発注者の許可なく複製しない

　こと。

６．受注者は、当該業務完了時に、発注者への返却若しく 追記

　は消去又は破棄を確実に行うこと。

７．受注者は、当該業務の遂行において貸与された発注者 追記

　の情報の外部への漏洩若しくは目的外利用が認められ又

　そのおそれがある場合には、これを速やかに発注者に報

　告するものとする。
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頁 改訂後 改訂前 摘要

第１１編　土質調査（港湾・漁港） 第１１編　土質調査（港湾・漁港）

地-29 第３１１０２条　準備 第３１１０２条　準備

１．受注者は、陸上部における調査で地下埋設物(電話線､ １．受注者は、調査目的に適合したボーリングマシン、ポ

　送電線、ガス管、上下水道管、光ケーブルその他）が予 　ンプ、サンプリング用具、原位置試験用具、検層用具及

　想される場合は、監督職員に報告し関係機関と協議の上 　び材料を用いなければならない。なお、機械及び用具は､

　、現場立会い等を行い位置・規模・構造等を事前に確認 　使用に先立ち監督職員の承諾を得るものとする。

　するものとする。 ２．受注者は、地盤を乱さないように、真円回転で削孔で

２．受注者は、調査目的に適合したボーリングマシン、ポ 　きるボーリングマシン、ボーリングロッド、ケーシング

　ンプ、サンプリング用具、原位置試験用具、検層用具及 　パイプ等を用いなければならない。

　び材料を用いなければならない。なお、機械及び用具は､

　使用に先立ち監督職員の承諾を得るものとする。

３．受注者は、地盤を乱さないように、真円回転で削孔で

　きるボーリングマシン、ボーリングロッド、ケーシング

　パイプ等を用いなければならない。

第３１１０５条　ボーリング 第３１１０５条　ボーリング

１．省略 １．省略

２．受注者は、「表11-1ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞの必要孔径」に示す孔径 ２．受注者は、「表11-1ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞの必要孔径」に示す孔径

　で削孔するものとする。なお、設計図書に定めのある場 　で削孔するものとする。なお、設計図書に定めのある場

　合は、この孔径によるものとする。 　合は、この孔径によるものとする。

追記
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頁 改訂後 改訂前 摘要

表１１－１ボーリングの必要径 表１１－１ボーリングの必要径

地-29

追記

（）：内径を示す （）：内径を示す

地-30 第３１１０７条　原位置試験 第３１１０７条　原位置試験

１．～５．省略 １．～５．省略

６．検層 ６．検層

　(1)PS検層 　(1)PS検層

　　①受注者は、「JGS1122-2003 地盤の弾性波速度検層 　　①受注者は、「JGS1122-2003 地盤の弾性波速度測定 表現の変更

　　方法」を用い、特記仕様書に定める検層方法によりPS 　　方法」を用い、特記仕様書に定める検層方法によりPS

　　検層を行わなければならない。 　　検層を行わなければならない。

　　②受注者は、設計図書の定める間隔で測定しなければ 　　②受注者は、設計図書の定める間隔で測定しなければ

　　ならない。 　　ならない。

　　削除 　　 ③受注者 は、設計図書 の定 めにより、 その他 の検層 を 削除

　　行 わなければならない。

調査目的
必要孔径

ｺｱﾁｭｰﾌﾞ ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ
土質区分

標準貫入試験、岩盤のｺｱﾘﾝｸﾞ66mm －

ｼﾝｳｫｰﾙｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ（ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾛｯ
ﾄﾞ式）、孔内水平載荷試験、
原位置ﾍﾞｰﾝせん断試験、PS検
層

ｼﾝｳｫｰﾙｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ（水圧式）、
ﾛｰﾀﾘｰ式二重管・三重管ｻﾝﾌﾟﾘ
ﾝｸﾞ（砂・硬質粘性土・礫質
土のｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ等）

97mm
（90）

86mm

116mm
127mm

（118）

粘性土

砂質土

礫質土

土質区分
必要孔径

調査目的
ｺｱﾁｭｰﾌﾞ ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ

粘性土

砂質土

礫質土

66mm － 標準貫入試験、岩盤のｺｱﾘﾝｸﾞ

86mm
97mm

（90）

ｼﾝｳｫｰﾙｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ（ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾛｯ
ﾄﾞ式）、孔内水平載荷試験、
原位置ﾍﾞｰﾝせん断試験、PS検
層、現場透水試験

116mm
127mm

（118）

ｼﾝｳｫｰﾙｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ（水圧式）、
ﾛｰﾀﾘｰ式二重管・三重管ｻﾝﾌﾟﾘ
ﾝｸﾞ（砂・硬質粘性土・礫質
土のｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ等）
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頁 改訂後 改訂前 摘要

地-31 第３１１０９条　乱れの少ない試料採取 第３１１０９条　乱さない試料採取 表現の変更

１．軟らかい粘性土の試料採取 １．軟らかい粘性土の試料採取

（１）受注者は、軟らかい粘性土の乱れの少ない試料を採 （１）受注者は、軟らかい粘性土の乱さない試料を採取す 表現の変更

　取する場合、「JGS 1221-2003 固定ピストン式シンウォ 　る場合、「JGS 1221-2003 固定ピストン式シンウォール

　ールサンプラーによる土試料の採取方法」に示されたエ 　サンプラーによる乱さない試料の採取方法」に示された

　クステンションロッド式又は水圧式の固定ピストン式シ 　エクステンションロッド式又は水圧式の固定ピストン式

　ンウォールサンプラーを用いなければならない。 　シンウォールサンプラーを用いなければならない。

（２）受注者は、乱れの少ない試料の採取を1.5ｍごとに （２）受注者は、乱さない試料の採取を1.5ｍごとに行わな 表現の変更

　行わなければならない。ただし、設計図書に定めのある 　ければならない。ただし、設計図書に定めのある場合は､

　場合は、それに従うものとする。 　それに従うものとする。

（３）～（８）省略 （３）～（８）省略

（９）受注者は、サンプラー押し込み後、直ちに回転さ （９）受注者は、サンプラー押し込み後、ただちに回転さ 表現の変更

　せないように引き上げなければならない。 　せないように引き上げなければならない。

（10）省略 （10）省略

（11）受注者は、試料採取後、直ちに次に掲げる事項を （11）受注者は、試料採取後、ただちに次に掲げる事項を 表現の変更

　サンプリングチューブに直接記入しなければならない｡ 　サンプリングチューブに直接記入しなければならない｡

　①～⑥省略 　①～⑥省略

（12）受注者は、試料採取後に試料の移動及び状態が変化 （12）受注者は、試料採取後に試料の移動及び状態が変化 表現の変更

　しないように直ちにパラフィンシール[パラフィン100 　しないようにただちにパラフィンシール[パラフィン100

　に対して松脂3の割合（質量比）]を行わなければならな 　に対して松脂3の割合（質量比）]を行わなければならな

　い。 　い。

地-32 ２．硬い年性土、砂質土、砂の試料採取 ２．硬い年性土、砂質土、砂の試料採取

（１）受注者は、土質及び調査目的により、「JGS 1222-20 （１）受注者は、土質及び調査目的により、「JGS 1222-20 表現の変更

　03 ロータリー式二重管サンプラーによる土試料の採取方 　03 ロータリー式二重管サンプラーによる土の乱さない試
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頁 改訂後 改訂前 摘要

　法」、「JGS 1223-2003  ロータリー式三重管サンプラー 　料の採取方法」、「JGS 12230203 ロータリー式三重管サ

地-32 　による土試料の採取方法」及び「JGS 1224-2003 ロータ 　ンプラーによる土の乱さない試料の採取方法」及び「JGS 表現の変更

　リー式スリーブ内臓二重管サンプラーによる試料の採 　1224-2003 ロータリー式スリーブ内臓二重管サンプラー

　取方法」に示されたサンプラーのいずれかにより硬い粘 　による土の乱さない試料の採取方法」に示されたサンプ

　性土、砂質土及び砂の乱れの少ない試料を採取しなけれ 　ラーのいずれかにより硬い粘性土、砂質土及び砂の乱さ

　ばならない。ただし、特記仕様書に定めのある場合は、 　ない試料を採取しなければならない。ただし、特記仕様

　それに従うものとする。 　書に定めのある場合は、それに従うものとする。

（２）受注者は、乱れの少ない試料の採取を1.5ｍごとに （２）受注者は、乱さない試料の採取を1.5ｍごとに行わな 表現の変更

　行わなければならない。ただし、設計図書に定めのある 　ければならない。ただし、設計図書に定めのある場合は､

　場合は、それに従うものとする。 　それに従うものとする。

（３）．～（４）．省略 （３）．～（４）．省略

（５）．受注者は、「JGS 1222-2003 ロータリー式二重管 （５）．受注者は、「JGS 1222-2003 ロータリー式二重管 表現の変更

　サンプラーによる土試料の採取方法」、「JGS 1223-2003 　サンプラーによる土の乱さない試料の採取方法」、「JGS

　ロータリー式三重管サンプラーによる土試料の採取方法｣ 　12230203 ロータリー式三重管サンプラーによる土の乱

　及び「JGS 1224-2003 ロータリー式スリーブ内臓二重管 　さない試料の採取方法」及び「JGS 1224-2003 ロータリ

　サンプラーによる試料の採取方法」に定める諸元を有 　ー式スリーブ内臓二重管サンプラーによる土の乱さない

　する引抜き管のサンプリングチューブを用いなければな 　試料の採取方法」に定める諸元を有する引抜き管のサン

　らない。 　プリングチューブを用いなければならない。

３．乱れの少ない試料の取扱い ３．乱さない試料の取扱い 表現の変更

地-33 第３１１１２条　成果 第３１１１２条　成果

１．受注者は、設計図書に定めのある調査目的を満足する １．受注者は、設計図書に定めのある調査目的を満足する 表現の変更

　よう、試験結果を整理しなければならない。 　よう、試験結果を整理し、調査場所の地盤の工学的特性

　について解析をおこなわなければならない。

２．成果 ２．成果
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頁 改訂後 改訂前 摘要

（１）省略 （１）省略

地-33 （２）受注者は、成果品として次に掲げる内容を記載した （２）受注者は、成果品として次に掲げる内容を記載した

　報告書を監督職員に提出しなければならない。 　報告書を監督職員に提出しなければならない。

　・件名 　・件名

　・調査場所 　・調査場所

　・調査位置図 　・調査位置図

　・土層断面図 　・土層断面図

　・土質柱状図 　・土質柱状図

　・土質試験結果 　・土質試験結果

　・サンプリング記録 　 ・地盤 の工学的特性 削除

　原則として、地盤工学会制定「地盤調査の方法と解説」 　・サンプリング記録

　及び「地盤材料試験の方法と解説」の様式とする。 　原則として、地盤工学会制定「地盤調査法」及び「土質 表現の変更

　試験の方法と解説」の様式とする。

削除 第 ３１１１４条　解析等調査 削除

　　受注者 は、報告書 を取 りまとめるための既存資料収集

　 ・現地調査 を行 わなければならない。

削除 第 ３１１１５条　解析業務成果 削除

　　受注者 は、資料 をとりまとめ総合的 に調査結果 を解析

　 しなければならない。
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